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×医療系廃棄物（注射針等）

刃物・ガラス類

鉄製の工具類やチェーン等

ブロック・レンガ類・漬物石等

注　

意

●新聞紙等に包み、「キケン」等の
　表示をしてください。

●危険防止のため、ほかのもやせない

　ごみとは 別に入れて 出してくだ

　さい。

●できるだけ容量の少ない袋を
　使用して、ほかのもやせないごみ

　と混ぜないで出してください。

○中身を
　使い切って！！

○缶には
　穴あけて！！

「携帯ボンベ・スプレー缶」や
「使い捨てライター」の取り扱い

平成25年７月以降、有害ごみへ取
り扱い変更します。市販の透明の袋
を使用して出してください。
(17ページ参照)

かかりつけの医療機関に
相談してください

×家電リサイクル法対象品・パソコン
テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 パソコン

洗濯機・
衣類乾燥機 エアコン（室外機含む）

24ページを参考に
ご自分で処分してく
ださい
※解体して、
　ごみステーションに
　出すこともできません！

（25ページ参照）

※１回に出せるのは、１袋のみです。


